
歳出総額 
81億 

9,171万円 

議会費 
１億１,３５５万円（１.４％） 

消防費 
３億８４万円（３.７％） 

 総務費 
 ８億 
８,１３８万円 
（１０.８％） 

衛生費 
５億６９５万円（６.２％） 

民生費 
２４億 
３,７１５万円 
（２９.７％） 

土木費 
１６億３,６３１万円 
　（２０.０％） 

　教育費 
７億４,０１４万円 
　　　　（９.０％） 

　公債費 
９億 
１,２４１万円 
 （１１.１％） 

農林水産業費 
４億５,９９７万円（５.６％） 

商工費 
１億９,３７４万円（２.４％） 

災害復旧費 
９２８万円（０.１％） 

予備費 
０円（０.０％） 

歳入総額 
84億 

6,305万円 

分担金及び負担金 
２億５,１０３万円（３.０％） 

使用料及び手数料 
７,７５９万円（０.９％） 

県支出金 
４億９,１８４万円（５.８％） 

財産収入 
７,５４５万円（０.９％） 

寄附金 
４,２６３万円（０.５％） 

繰入金 
４,４９２万円（０.５％） 

繰越金 
１億３,６７１万円（１.６％） 

諸収入 
３億６,３９５万円（４.３％） 

 地方交付税 
１１億 
８,６８６万円 
　（１４％） 

国庫支出金 
 １０億 
 ２,７８５万円 
  （１２.１％） 

　　町債 
９億９５９万円 
　（１０.８％） 

内 訳 

利子割交付金 
配当割交付金 
株式等譲渡所得割交付金 
ゴルフ場利用税交付金 
自動車取得税交付金 
地方特例交付金 
交通安全対策特別交付金 

４８１万円 
１,７３０万円 
１,７４７万円 
１,７９７万円 
２,７２５万円 
１,４４４万円 
３４１万円 

町税の内訳 

町　民　税 

固定資産税 

軽自動車税 

町たばこ税 

入　湯　税 

１２億４,２９７万円 

１８億４,９２８万円 

５,８０７万円 

１億４,８００万円 

５７万円 

地方譲与税　７,４３９万円（０.９％） 

町税 
３２億 
９,８８９万円 
（３９.０％） 

地方消費税交付金 
３億７,８７０万円（４.５％） 

その他交付金　１億２６５万円（１.２％） 

８ 

平成29年度 

福崎町の がまとまりました 決算 決算 決算 

※
金
額
は
千
円
以
下
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
合
計
額
が
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

●　平成29年度　一般会計及び特別会計　決算　● 
（単位：円） 

会　　計　　名 

一 般 会 計  

国民健康保険特別会計  

後期高齢者医療特別会計 

介護保険事業特別会計  

計 

歳　入　額 

8,463,047,838 

2,282,753,097 

250,969,603 

1,638,906,331 

12,635,676,869

歳　出　額 

8,191,707,878 

2,246,251,379 

246,719,286 

1,619,633,144 

12,304,311,687

差 引 残 額 

271,339,960 

36,501,718 

4,250,317 

19,273,187 

331,365,182



町民１人当たりに使われたお金は423,738円でした 
民生費 

126,068円 

公債費 

45,592円 

教育費 

84,642円 

総務費 

38,286円 

衛生費 

26,223円 

土木費 

47,197円 

農林水産業費 

消防費 

商工費 

議会費 

災害復旧費 

23,793円 

15,562円 

10,022円 

5,873円 

480円 

　平成２９年度の一般会計と特別会計の決算がまとまりました。 
　町の予算は、皆さんに納めていただいている税金や国・県からの補助金などによって運営されて
います。この１年間にどのくらいお金が入り、どのように使われたかを一般会計を中心にお知らせ
します。 
　平成２９年度の一般会計の決算は、歳入総額８４億６,３０４万７,８３８円、歳出総額８１億９,１７０万７,８７８円
で歳入歳出差引額は２億７,１３３万９,９６０円になりますが、ここから３０年度へ繰り越した事業に必要
な財源５,６２２万８,０００円を差し引いて２億１,５１１万１,９６０円の実質収支となり、前年度繰越金、財政
調整基金取崩額及び財政調整基金積立金を控除した実質単年度収支は、１億４２１万６,９９０円の黒字
決算となりました。 
　決算にあたり、８月２日から９日までのうち５日間は監査委員の審査を、９月１１日から１４日ま
で４日間、議会決算審査特別委員会の審査を受けました。 

９ 

※町民１人当たりは、平成30年3月31日の総人口19,332人で割ったものです。 

町民１人当たりに納めていただいたお金は170,644円でした 

95,659円 64,296円 7,656円 3,004円 29円 

入
　
湯
　
税 

固定資産税 町民税 町たばこ税 軽自動車税 

町民１人当たりに計算すると… 

平
成
平
成
２９
年
度
の
主
な
事
業

年
度
の
主
な
事
業 

平
成
２９
年
度
の
主
な
事
業 

妖怪ベンチ（７基新設） 妖怪ベンチ（７基新設） 

総合防災訓練 総合防災訓練 

Ｊ
Ｒ
福
崎
駅
周
辺
整
備
事
業 

JR福崎駅 

町道駅南幹線 
交通広場 

県道甘地福崎線 

県
道
甘
地
福
崎
線 

平成２５年撮影 

JR福崎駅 

観光交流センター 
予定地 

仮交通広場 
（商業施設誘致） 

交流広場 
予定地 

交通広場 
予定地 

町道駅南幹線 

町
道
福
崎
駅
田
原
線 

県
道
甘
地
福
崎
線 

平成３０年６月撮影 



決算の分析から見るまちの財政状況 

Ⅰ．普通会計地方財政状況調査 
　総務省の基準にもとづいて、普通会計（介護施設分を除く一般会計）の財政状況を分析した地方財政状況
調査から、この５年間の決算額の推移をまとめました。 

　決算総額は、歳入・歳出ともに国・県の施策や

投資的事業の状況により大きく変動します。平

成２９年度の歳入は、町税は増加しましたが、地

方交付税、財産収入、地方債の減少により、決算

総額は前年比約３億４，９００万円の減となりました。 

　収入項目ごとに見ると、町税は個人町民税が

納税義務者の増加により増収（＋３，１００万円）と

なったものの、法人町民税は景気回復による増

収分が設備投資に充てられ前年並（＋３００万円）

となりました。また、固定資産税は土地が地価

の下落により減収（△１，２００万円）となりましたが、家屋は新増

築により増収（＋１，４００万円）となり、償却資産も業績が伸びた

企業の設備投資が進み増収（＋３，７００万円）となりました。町税

全体では約６,９００万円の増収となりました。地方交付税は、普

通交付税と特別交付税をあわせて約１，０００万円の減となって

います。 

　町の借金である地方債は、投資的事業費等によって増減しま

すが、平成２１年度から交付税の財源不足分を特例地方債で補

てんする臨時財政対策債が大きく増加しており、平成２９年度は

約３億９，０００万円（前年比約＋６００万円）でした。なお、臨時財

政対策債を含む地方債の発行額の総額は投資的事業の一部が

翌年度へ繰越されたため、約３億２，６００万円減少しました。 

（1）歳入の推移 （単位：千円） 

項 目  

町 税  

地方交付税 

地方譲与税等 

国庫支出金 

県 支 出 金  

地 方 債  

そ の 他  

歳 入 合 計  

平成29年度 

3,298,891 

1,186,859 

555,731 

1,031,918 

511,345 

909,591 

965,198 

8,459,533

平成25年度 

3,077,996 

1,188,904 

393,769 

532,237 

454,582 

885,420 

980,996 

7,513,904

平成26年度 

3,177,880 

1,128,282 

414,308 

669,243 

790,973 

1,392,358 

1,166,027 

8,739,071

平成27年度 

3,185,048 

1,175,660 

571,423 

1,081,738 

556,334 

1,266,800 

921,426 

8,758,429

平成28年度 

3,230,066 

1,197,345 

521,304 

1,035,037 

509,845 

1,235,099 

1,079,665 

8,808,361

　平成２９年度の歳出の決算総額は前年比約 

４億８，３００万円の減となりました。歳出項目を

その性質別に見ると、人件費は、共済組合負担金、

退職手当組合負担金の増等により約２，７００万円

の増となりました。扶助費は年々増加傾向にあ

りましたが、平成２９年度は臨時福祉給付金の減

等により約２，２００万円の減となっています。物

件費は、賃金及び臨時嘱託給が６，５００万円増加

しましたが、需用費及び委託料が７，０００万円減

少したことにより、全体では約５００万円の減と

なっています。補助費等は、下水道事業への負担金・補助金が

事業量の減少等により約８，７００万円減少しましたが、損害賠償

金や税外還付、消防事務委託事業等で約８，０００万円の増額と

なり、補助費等全体では、約７００万円の減となっています。繰出

金は、介護保険事業特別会計への繰出金が約９００万円の増、後

期高齢者医療事業特別会計への繰出金が約１，０００万円の増と

なり、繰出金全体で約１，９００万円の増となっています。 

　地方債に対する償還金である公債費は前年度に対して３，６００

万円の増で、元利償還金として約９億８００万円を返済しました。

投資的経費は、福崎駅周辺整備事業の一部が翌年度へ繰越し

されたこと等により、前年度に対しては４億８００万円の減となり

ました。 

（2）歳出の推移（性質別歳出） （単位：千円） 

平成28年度 
3,184,712 
1,220,443 
1,091,940 
872,329 

1,733,226 
3,753,708 
1,333,177 
1,521,416 
603,832 
295,283 

8,671,646

平成29年度 
3,225,580 
1,247,519 
1,070,099 
907,962 

1,325,693 
3,636,920 
1,328,671 
1,514,813 
622,419 
171,017 

8,188,193

平成25年度 
3,037,303 
1,239,860 
974,999 
822,444 
643,833 

3,647,100 
1,085,856 
861,839 

1,099,058 
600,347 

7,328,236

平成26年度 
3,184,380 
1,278,530 
1,057,827 
848,023 

1,685,097 
3,673,757 
1,275,733 
923,888 

1,163,649 
310,487 

8,543,234

平成27年度 
3,114,898 
1,243,412 
1,023,771 
847,715 

1,658,029 
3,774,303 
1,285,434 
1,022,094 
1,195,694 
271,081 

8,547,230

項　　目 
義 務 的 経 費 

投 資 的 経 費 
その他の経費 

歳　出　合　計 

人　件　費 

物　件　費 
補 助 費 等 
繰　出　金 
そ　の　他 

扶　助　費 
公　債　費 

１０ 

（単位：億円） 
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◆基金の概要 
　財政調整基金 

予測できない収入の減少や、支出の増
加に備えて積み立てておく基金です。 

　特定目的基金 
ふるさと応援、農業農村活性化、福祉
など、特定目的のために積み立ててお
く基金です。 

　定額運用基金 
土地開発基金や用品調達基金など、定
額の資金で事業や事務を運営する基金
です。 

 
　特定目的基金のうち、ふるさと応援寄附
金を、ふるさと応援基金に４，０７３万円積み
立てました。 
　財政調整基金は、平成２７年度に４，７３０万円、
平成２８年度に５，１８０万円積み立てましたが、
平成２９年度は２，５５０万円取り崩しました。 

（3）基金残高の推移 （単位：百万円） 

平成28年度 

2,388 

1,375 

342 

671

122,186 123,474129,905 115,055 118,766

平成29年度 

2,387 

1,351 

365 

671

平成25年度 

2,536 

1,367 

461 

708

平成26年度 

2,256 

1,276 

309 

671

平成27年度 

2,322 

1,323 

328 

671

区　　分 

基　金　残　高 

１人当たり基金残高（円） 

財政調整基金 

特定目的基金 

定額運用基金 

※各年度末基金残高／３月３１日現在総人口 

◆地方債の概要 
　地方債は公共施設の建設など、一時的に
たくさんのお金が必要な場合に借入するも
ので、次年度以降、償還していきます。償
還に対して地方交付税で措置されるものも
ありますが、地方債残高が多くなれば次年
度以降の償還金が大きくなり財政を圧迫し
ていく要因となります。一般会計では地方
債残高が、平成２６年度は前年度比６億３，１００
万円の増、平成２７年度では５億円の増、平
成２８年度は４億３，８００万円の増、平成２９年
度は６，７００万円の増と年々増加しています。
また、臨時財政対策債など、今後普通交付
税に算入される地方債の割合が高くなって
います。 
　一方、下水道会計は公共下水道事業の推
進により地方債残高が毎年増加していまし
たが、平成２５年度からは減少に転じていま
す。下水道の整備が完了したため、今後、
当分の間は将来世代の負担が減少していき
ます。 
　水道会計は、地方債残高が前年度比約 
１，８００万円減少しています。 

（4）地方債残高の推移（全会計） 
（単位：百万円） 

平成28年度 

11,204 

10,789 

1,294 

23,287

1,191,517 1,186,7371,092,101 1,138,260 1,185,617

平成29年度 

11,271 

10,395 

1,276 

22,942

平成25年度 

9,632 

11,513 

175 

21,320

平成26年度 

10,263 

11,403 

653 

22,319

平成27年度 

10,766 

11,197 

1,217 

23,180

一　般　会　計 

区　　分 

下 水 道 会 計 

水　道　会　計 

合　　　　　計 

１人当たり地方債残高（円） 

※各年度末地方債残高／３月３１日現在総人口 
 

309

1,276

461

1,367

708

671

365

1,351

671

328

1,323

671 671

342

1,375

（単位：百万円） 
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（単位：百万円） 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

水道会計 

下水道会計 

一般会計 
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１１ 



Ⅱ．健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果について 

健全化判断比率 平成２９年度決算 

実 質 赤 字 比 率  

連結実質赤字比率  

実 質 公 債 費 比 率  

将 来 負 担 比 率  

－ 

－ 

11.5 

137.6

－ 

－ 

－ 

－ 

早期健全化基準 
経営健全化基準 

14.83 

19.83 

25.0 

350.0

20.00 

20.00 

20.00 

20.00

財政再生基準 備　　考 

20.00 

30.00 

35.0

 

 

（前年比△0.5%） 

（前年比△6.0%） 

水 道 事 業 会 計  

工業用水道会計 

公共下水道事業会計 

農業集落排水事業会計 

資
金
不
足
比
率 

（単位：％） 

１２ 

○平成２９年度決算に基づき、健全化判断比
率を算定しました。実質赤字比率、連結
実質赤字比率については、ともに黒字決
算であり該当しませんでした。また、実
質公債費比率は１１.５％、将来負担比率は
１３７.６％となり、いずれも早期健全化基
準を下回っています。 

　　なお、実質公債費比率は、平成２６年度
以降数値が悪化していましたが、平成２９
年度は一部事務組合の地方債の償還が終
了したこと等により減少に転じています。
将来負担比率も高岡幼児園、田原小学校
体育館の建設や駅前周辺整備事業等、公
共事業に伴う借入れにより、平成２６年
度以降大きく数値が悪化していましたが、
平成２９年度は下水道事業への繰入見込額
が減少したこと等により減少に転じてい
ます。 

○各公営企業会計における「資金不足比率」については、平成２９
年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当
しません。 

1．健全化判断比率について 
（1）実質赤字比率 
　一般会計等を対象とした実質赤字額の、
標準財政規模（人口、面積等から算定する
当該団体の標準的な一般財源の規模）に対
する比率であり、これが生じた場合には赤
字の早期解消を図る必要があります。 

 
（2）連結実質赤字比率 
　公営企業会計を含む全会計を対象とした
実質赤字額（または資金不足額）の、標準
財政規模に対する比率であり、これが生じ
た場合には問題のある赤字会計が存在する
こととなり、赤字の早期解消を図る必要が
あります。 

 

（3）実質公債費比率 
　一般会計等が負担する元利償
還金などの、標準財政規模に対
する比率です。この数値は、健
全化判断比率とともに地方債許
可基準としても用いられ、１８％
を超えると起債の許可が必要と
なり、２５％を超えると一部の起
債発行が制限されます。 

 
（4）将来負担比率 
　一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の、標準財政規模
に対する比率であり、これらの
負債が将来財政を圧迫する可能
性が高いかどうかを示すストッ

ク指標です。この比率が高い場合、
将来これらの負担額を実際に支
払う必要があることから、今後
の財政運営が圧迫されるなどの
問題が生じる可能性が高くなり
ます。 

 
2．各公営企業の資金不足比   
　　率について 
　資金不足比率は、各公営企業
ごとの資金不足額の、事業の規
模に対する比率であり、経営健
全化基準（２０％）以上となった場
合には、経営健全化計画を定め
なければなりません。 

老
人
芸
能
慰
安
会
を
開
催 

　
９
月
１６
日
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
「
老
人
芸

能
慰
安
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

　
出
演
者
は
、
バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ー
の
Ｂ
Ａ
Ｌ

Ｏ
Ｏ
Ｎ
シ
ュ
ウ
さ
ん
、
漫
才
の
ミ
ヤ
蝶
美
・

蝶
子
さ
ん
、
森
進
一
そ
っ
く
り
シ
ョ
ー
の
中

谷
健
さ
ん
で
し
た
。 

　
バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ー
で
は
、
次
か
ら
次
へ
と

作
り
出
さ
れ
る
風
船
ア
ー
ト
に
驚
き
の
連
続

で
、
作
品
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
あ
り
、
た
い
へ

ん
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。 

　
ミ
ヤ
蝶
美
・
蝶
子
さ
ん
の
漫
才
で
は
、
な

に
わ
の
女
性
な
ら
で
は
の
掛
け
合
い
に
会
場

は
笑
い
の
渦
と
な
り
ま
し
た
。 

　
最
後
は
森
進
一
そ
っ
く
り
シ
ョ
ー
で
す
。

森
進
一
さ
ん
と
同
郷
の
鹿
児
島
で
、
同
じ
時

代
を
歩
ん
だ
中
谷
さ
ん
が
歌
う
「
お
ふ
く
ろ

さ
ん
」
は
、
単
な
る
そ
っ
く
り
さ
ん
で
は
表

現
で
き
な
い
感
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
台
風
に
よ
り
、
日
程
を
変
更
し
て
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
に
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

（
健
康
福
祉
課
） 



　
以
前
、
「
松
岡
五
兄
弟
」
第
３６

話
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
松
岡
静

雄
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
駐
在
武
官
と

し
て
、
約
３
年
に
わ
た
っ
て
同
地

に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

日
々
の
出
来
事
を
手
紙
に
し
た
た

め
、
日
本
に
残
し
た
妻
初
子
に
宛

て
て
送
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
手

紙
は
、
後
に
『
松
岡
静
雄
滞
欧
日

記
』
と
し
て
出
版
さ
れ
、
静
雄
の

動
向
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ

と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

　
今
回
は
、
こ
の
日
記
の
中
か
ら
、

２
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。 

①
第
六
潜
水
艇
遭
難
事
件 

　
明
治
４３
年
（
１
９
１
０
）
４
月

１９
日
、
静
雄
の
も
と
に
電
報
が
届

き
ま
す
。
内
容
は
、
大
日
本
帝
国

海
軍
所
属
の
第
六
潜
水
艇
が
沈
没

し
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。
第
六

潜
水
艇
は
、
明
治
３９
年
に
竣
工
し

た
国
産
第
１
号
の
潜
水
艇
で
し
た

が
、
４
月
１５
日
の
訓
練
中
の
事
故

で
沈
没
。
乗
組
員
１４
名
全
員
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
の
と
き
、
艦
長
の
佐
久
間
勉

大
尉
は
ガ
ス
が
充
満
す
る
艦
内
で
、

事
故
の
原
因
分
析
や
沈
没
後
の
状

況
、
艦
艇
や
部
下
を
死
な
せ
た
こ

と
に
対
す
る
明
治
天
皇
へ
の
謝
罪

な
ど
を
含
む
遺
書
を
書
き
残
し
、

そ
の
遺
書
は
後
に
発
表
さ
れ
て
国

内
外
で
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し

た
。 

　
静
雄
は
、
佐
久
間
大
尉
と
は
面

識
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ

の
第
六
潜
水
艇
に
は
「
因
縁
あ 

り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。 

　
４
月
２３
日
の
日
記
に
よ
れ
ば
、

明
治
３７
年
に
潜
水
艇
の
建
造
が
始

ま
っ
た
際
、
監
督
の
も
と
に
「
頭

脳
明
晰
の
一
青
年
士
官
」
を
補
佐

に
つ
け
よ
う
と
い
う
話
が
あ
り
、

静
雄
に
打
診
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う

で
す
。
静
雄
の
方
も
承
諾
し
て
い

た
の
で
す
が
、
一
部
か
ら
「
松
岡

は
大
酒
家
故
か
ゝ
る
慎
重
の
態
度

な
る
態
度
を
要
す
る
位
置
に
つ
く

に
は
危
険
な
り
（
原
文
マ
マ
）」

な
ど
と
い
う
話
が
出
て
、
結
局
こ

の
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
す
。 

　
静
雄
は
、
も
し
当
時
自
分
が
潜

水
艇
の
建
造
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
、

今
回
の
事
故
に
あ
た
っ
て
、
た
と

え
世
間
が
建
造
者
を
攻
撃
す
る
こ

と
は
な
く
て
も
、
良
心
に
恥
じ
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

述
懐
し
て
い
ま
す
。 

　
ち
な
み
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
海
軍

は
、
こ
の
事
件
で
亡
く
な
っ
た
乗

組
員
と
そ
の
家
族
へ
の
弔
慰
金
と

い
う
名
目
で
、
義
援
金
を
送
っ
て

い
ま
す
。
静
雄
は
海
軍
大
臣
の
命

を
受
け
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
海
軍
軍

令
部
に
赴
き
、
在
室
し
て
い
た
次

官
に
義
援
金
の
礼
を
伝
え
に
行
き

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
官
は
第

六
潜
水
艇
遭
難
の
こ
と
も
、
自
軍

が
義
援
金
を
送
っ
た
こ
と
も
知
ら

ず
、
静
雄
は
自
分
の
ド
イ
ツ
語
が

通
じ
な
か
っ
た
の
か
と
、
再
度
説

明
を
す
る
羽
目
に
な
っ
た
の
だ
そ

う
で
す
。 

 

②
海
軍
記
念
日
の
祝
宴 

　
先
の
潜
水
艇
建
造
計
画
か
ら
静

雄
が
外
さ
れ
た
理
由
が
、
本
当
に

「
大
酒
家
」
に
よ
る
も
の
な
の
か

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

酒
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な

よ
う
で
す
。
そ
れ
が
う
か
が
え
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
明
治
４３
年
５
月

２７
日
の
日
記
に
見
え
ま
す
。 

　
こ
の
日
は
、
日
本
海
軍
の
記
念

日
で
、
前
の
年
、
前
任
の
駐
在
武

官
は
自
邸
に
在
留
日
本
人
を
招
い

て
祝
宴
を
開
い
て
い
ま
し
た
。
静

雄
自
身
は
あ
ま
り
乗
り
気
で
な
か

っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
少
し
前

に
あ
っ
た
陸
軍
記
念
日
に
、
陸
軍

の
駐
在
武
官
が
祝
宴
を
開
い
て
い

た
た
め
、
海
軍
の
方
で
も
や
ら
ざ

る
を
得
ず
、
静
雄
は
そ
の
準
備
に

か
か
り
ま
し
た
。
早
朝
自
ら
魚
屋

に
赴
い
て
材
料
を
仕
入
れ
、
公
務

を
終
え
た
後
は
台
所
に
立
ち
、
夜

ま
で
に
２１
名
分
の
料
理
と
酒
を
用

意
し
た
の
で
す
。 

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
祝
宴
は
好

評
で
、
特
に
料
理
に
つ
い
て
は
、

客
の
ひ
と
り
か
ら
、
１
年
以
上
オ

ー
ス
ト
リ
ア
に
い
る
が
、
こ
ん
な

料
理
は
食
べ
た
こ
と
が
な
い
と
喜

ば
れ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

料
理
を
褒
め
ら
れ
て
上
機
嫌
に
な

っ
た
静
雄
は
、
客
よ
り
も
先
に
酔

っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

散
会
後
、
無
事
に
祝
宴
を
終
え
た

安
心
感
か
ら
、
ソ
フ
ァ
ー
の
上
で

寝
て
し
ま
っ
た
静
雄
を
、
手
伝
い

の
女
性
た
ち
が
総
出
で
寝
室
に
担

ぎ
込
ん
だ
の
だ
と
か
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
日
記
を
見
る
限

り
、
静
雄
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の

生
活
を
存
分
に
楽
し
ん
で
い
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も

自
由
奔
放
な
生
活
は
、
そ
の
後
の

人
生
に
陰
を
落
と
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
柳
田
國
男
は
『
故
郷
七

十
年
』
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
静

雄
に
つ
い
て
「
日
本
か
ら
来
る
人

来
る
人
に
親
切
に
し
た
も
の
だ
か

ら
、
外
交
官
よ
り
も
駐
在
武
官
の

所
に
世
話
に
な
る
人
が
多
く
、
私

ま
で
よ
く
礼
を
い
わ
れ
た
。
一
人

で
行
っ
て
い
た
か
ら
酒
も
飲
む
し
、

勝
手
な
生
活
も
し
た
ら
し
く
、
こ

の
時
代
が
や
は
り
彼
の
進
路
を
妨

げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

　
大
正
元
年
１２
月
、
中
佐
へ
の
昇

進
と
と
も
に
、
静
雄
に
帰
国
命
令

が
出
ま
す
。
翌
年
２
月
、
引
継
ぎ

を
終
え
た
静
雄
は
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
に
別
れ
を
告
げ
、
帰
国
の
途
に

つ
き
ま
し
た
。 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
　
特
命
助
教
　 

井
上
　
舞

 

静
雄
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
滞
在
記
② 

第３８話 

さ
く
ま
つ
と
む

 
め
い
せ
き 

せ
ん
す
い
て
い 

１３ 



ハイ！ 
神崎郡消費生活 
　中核センター 
　　相談員です 

こ
く
み
ん
ね
ん
き
ん 

　普段の生活の中で年金手帳が必要になることは

少ないですが、就職・退職などによる切り替え（種

別変更）、または年金の受給手続きなどの際には、

必ず必要になります。年金手帳を紛失した場合は、

再発行をしておきましょう。 

年金手帳を紛失したら　　　　 
　　　　再発行をしましょう！ 

第１号被保険者　 
（国民年金加入者） 

住所地の市区町村役場で手続き。 
急ぎで発行を希望される場合は、 
年金事務所で手続き。 

勤務先に再発行を依頼。 
または年金事務所で手続き。 

第２号被保険者の勤務先に再発 
行を依頼。 
または年金事務所で手続き。 

第２号被保険者　 
（厚生年金・共済年 
金加入者）　　　 

第３号被保険者　 
（第２号被保険者の 

　　被扶養者）　　　　　 

生活科学 
センター 
だより 

〔
相
談
〕 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
広
告
を
見

て
、
５
百
円
の
健
康
食
品
を
お
試

し
の
つ
も
り
で
申
し
込
み
、
商
品

を
受
け
取
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
、

再
び
同
じ
商
品
が
届
き
、
今
度
は

６
千
円
の
請
求
書
が
入
っ
て
い
た
。

１
回
限
り
の
お
試
し
と
思
っ
て
い

た
の
で
、
事
業
者
に
確
認
の
電
話

を
し
た
と
こ
ろ
、
４
回
以
上
の
継

続
が
条
件
の
定
期
購
入
コ
ー
ス
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
は
広
告
に
き
ち

ん
と
表
示
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。 

　
画
面
の
下
の
方
に
そ
の
よ
う
な

説
明
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

申
し
込
み
の
際
は
気
付
か
な
か
っ

た
。
お
試
し
の
つ
も
り
だ
っ
た
の

で
解
約
・
返
品
し
た
い
。
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
は
で
き
る
か
？ 

 〔
処
理
〕 

　
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
は
じ

め
と
し
た
通
信
販
売
に
は
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
（
無
条
件
解
約
）

制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
「
定

期
購
入
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
か

ら
と
い
っ
て
解
約
・
返
品
が
で
き

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
解
約
や
返

品
が
で
き
る
か
は
事
業
者
が
表
示

し
て
い
る
条
件
に
従
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

　
広
告
や
表
示
を
よ
く
確
認
し
、

解
約
や
返
品
の
条
件
な
ど
を
十
分

理
解
し
た
う
え
で
申
し
込
む
こ
と

が
大
切
と
助
言
し
ま
し
た
。 

 〔
ア
ド
バ
イ
ス
〕 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
「
初
回
お
試
し
５
百 

円
」
な
ど
の
広
告
を
見
て
、
１
回

だ
け
の
お
試
し
の
つ
も
り
で
注
文

し
た
健
康
食
品
や
化
粧
品
が
、
実

は
複
数
月
継
続
購
入
が
条
件
の 

「
定
期
購
入
」
だ
っ
た
と
い
う
相

談
が
急
増
し
て
い
ま
す
。 

　
低
価
格
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
一
方
、
低
価
格
で
購
入
す
る
た

め
に
は
「
○
か
月
以
上
の
継
続
が

条
件
で
あ
る
こ
と
」
や
「
解
約
・

返
品
に
関
す
る
こ
と
」
な
ど
の
契

約
内
容
に
つ
い
て
は
文
字
が
小
さ

い
だ
け
で
な
く
、
別
の
ペ
ー
ジ
に

書
か
れ
て
い
る
な
ど
、
わ
か
り
に

く
い
も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
消
費
者
は
見
落
と
し

て
し
ま
い
、
契
約
内
容
を
よ
く
理

解
し
な
い
ま
ま
商
品
を
注
文
す
る

原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止

す
る
た
め
、
消
費
者
庁
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
表
示
方
法
を
見

直
し
、
定
期
購
入
契
約
に
つ
い
て

は
「
定
期
購
入
契
約
で
あ
る
こ 

と
」「
支
払
い
代
金
の
総
額
」「
契

約
期
間
」
等
の
表
示
が
義
務
づ
け

ら
れ
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
今
で
も
表
示
の
義
務

を
守
ら
な
い
業
者
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
「
お
試
し
」「
期
間
限
定
」

「
初
回
の
み
○
○
円
」
な
ど
、
お

得
感
を
強
調
す
る
商
品
を
購
入
す

る
際
は
、
契
約
内
容
や
返
品
の
条

件
な
ど
を
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し

ょ
う
！ 

       

　
秘
密
厳
守
　
相
談
は
無
料 

　
相
談
日
時
　
火
〜
金
曜
日 

　
　
　
　
　
　
９
時
〜
１６
時 

（
月
曜
日
は
休
館
日
） 

「
お
試
し
」
の
つ
も
り
が
 

定
期
購
入
に
！
 

消
費
生
活
の
相
談
や
問
い
合 

わ
せ
、
苦
情
は
、
神
崎
郡
消 

費
生
活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ 

（
　
２２
・
４
９
７
７
） 

１４ 

問い合わせ先 

　住民生活課（内線３７４） 

　姫路年金事務所　　０７９－２２４－６３８２ 

　日本に住んでいる限り誰もが加入しなくて
はならないのが『年金制度』です。 
　年金は「老齢になったとき」「障がいになっ
たとき」の生活保障と、「死亡したとき」の
遺族への保証の３つの
給付があります。 
　自分のためにも、家
族のためにも、年金手
続きはきちんとしてお
きましょう。 

年金制度に　　　　　　　 
属さない方法はありません 


